
 

（別紙） 

意見募集を実施した際の訓令（案）からの変更点 

 

二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等の一部を改正する訓令（案）

に対する意見募集を実施した際からの変更点は以下のとおりです。 

 修正箇所 修正内容（下線部のとおり） 備考 

１ 
左欄 改正後 

第１ １ （１） 

・「具体的には、例えば次のような場合」を「具体的には、例えば、次

のような場合」に改める。 

・①第１号関係アについて、「賃借対照表」を「貸借対照表」に改める。 

・①第１号関係アについて、「以て、直ちに」を「もって直ちに」に改

める。 

・①第１号関係アについて、「支払い能力」を「支払能力」に改める。 

・①第１号関係ウについて、「法令の規定に違反に違反し」を「法令の

規定に違反し」に改める。 

・①第１号関係ウについて、「以て直ちに」を「もって直ちに」に改め

る。 

・④第５号関係アについて、「許可貯留区域の直上の区域が隣接してい

る場合において、当該許可試掘区域において」を「許可試掘区域の直

上の区域が隣接している場合において、当該許可試掘区域において」

に改める。 

・⑥第７号関係について、「支障をおよぼす」を「支障を及ぼす」に改

める。 

技術的修正 

２ 
左欄 改正後 

第１ １ （２） 

・「法第９条第４項」を「同条第４項」に改める。 

・①第１号関係及び②第２号関係について、「例えば次のような場合」

を「例えば、次のような場合」に改める。 

技術的修正 

３ 
左欄 改正後 

第１ １ （３） 
・「法第 12条第３項」を「同条第３項」に改める。 技術的修正 

４ 
左欄 改正後 

第１ １ （４） 

・「法第９条第４項」を「同条第４項」に改める。 

・「法第９条第２項の規定による試掘の許可の更新に係る審査基準」を

「同条第２項の規定による試掘の許可の更新に係る審査基準」に改

める。 

技術的修正 

５ 
左欄 改正後 

第１ １ （５） 

・「法第 14条第３項」を「同条第３項」に改める。 

・「例えば次のような場合」を「例えば、次のような場合」に改める。 

・①第２号関係について、「技術的能力、十分な社会的信用」を「技術

的能力を有し、かつ、十分な社会的信用」に改める。 

・⑤第８号関係について、「支障をおよぼす」を「支障を及ぼす」に改

める。 

技術的修正 

６ 
左欄 改正後 

第１ １ （６） 

・「法第 17条第３項」を「同条第３項」に改める。 

・①第１号関係について、「技術的能力、十分な社会的信用」を「技術

的能力を有し、かつ、十分な社会的信用」に改める。 

・③第４号関係について、「支障をおよぼす」を「支障を及ぼす」に改

める。 

技術的修正 



７ 
左欄 改正後 

第１ １ （７） 

・「法第 18条第３項」を「同条第３項」に改める。 

・①第１号関係について、「試掘を的確に遂行する」を「試掘を適確に

遂行する」に改める。 

・①第１号関係について、「技術的能力、十分な社会的信用」を「技術

的能力を有し、かつ、十分な社会的信用」に改める。 

・③第４号関係について、「支障をおよぼす」を「支障を及ぼす」に改

める。 

技術的修正 

８ 
左欄 改正後 

第１ １ （９） 
・イについて、「天変地変」を「天災地変」に改める。 技術的修正 

９ 
左欄 改正後 

第１ １ （10） 
・「法第 59条第２項」を「同条第２項」に改める。 技術的修正 

10 
左欄 改正後 

第１ １ （11） 
・「法第 59条第 1項」を「同条第 1項」に改める。 技術的修正 

 


